
鳴門市住宅安心リフォーム補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、市民の住宅・住環境の向上と良好な住宅ストック形成の促進を図るとともに、

市民の消費活動と雇用機会の創出を促し地域経済の活性化を図るために、鳴門市内（以下「市内」

という。）の施工業者により住宅の改修を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するも

のとし、その交付については、鳴門市補助金等交付条例（平成１３年鳴門市条例第３６号。以下「条

例」という。）及び鳴門市補助金等交付条例施行規則（平成１４年鳴門市規則第１号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象者）

第２条 この要綱による補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象となる者（以下「補助対象

者」という。）は、市内に居住する者で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

（１）市内に住民登録を行っている者

（２）補助金の交付を受けようとする工事について、国、県又は市の他の制度による補助金等を受

けていない、又は受けようとしていない者

（３）市税の滞納がない者

（４）補助金の交付を受けようとする者の世帯全員の前年度の所得合計金額が 550 万円未満の者

（５）現に居住の用に供している住宅の所有者又は住宅の所有者と親子関係にある者等、市長が特

に認めた者

（補助対象住宅）

第３条 補助の対象となる住宅は、補助対象者が自己の居住の用に供している市内に存する住宅（マ

ンション等の集合住宅にあっては補助対象者が専有する部分。店舗、事務所又は賃貸住宅等との併

用住宅（以下「併用住宅」という。）にあっては補助対象者が居住する部分に限る。）とする。

（補助対象工事）

第４条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、市内に本店を有する

施工業者又は市内に住所を有する個人の施工業者を利用して、第８条第２項の規定による補助金の

交付決定後に着手し、交付決定のあった日の属する年度の３月１５日までに完了することができる

改修工事で、補助金の交付の対象となる経費（消費税及び地方消費税を含む。以下「補助対象経費」

という。）が２０万円以上のものとする。

２ 補助対象経費は、補助対象工事に係る総工事費（消費税及び地方消費税を含む。）から次に掲げ

る経費（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を除いて得た額とする。

（１）新築、改築及び増築工事に係る経費

（２）門扉、塀及び造園工事等の外構工事に係る経費

（３）家庭用電化製品、家具、カーテン等の備品購入及びそれらの取付けに係る経費

（４）地上デジタル放送対応アンテナの設置及びケーブルテレビ等の加入に係る経費

（５）電話、インターネット、ケーブルテレビ等の配線工事に係る経費

（６）工事を伴わない設備等の設置に係る経費

（７）解体工事（補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。）に係る経費

（８）下水道事業計画区域内の浄化槽設置に係る経費

（９）下水道接続工事に係る屋外から公共桝までの接続に係る経費



（１０）他の制度による補助を受けた工事の経費

（１１）前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として認められない経費

（補助金交付額）

第５条 補助金の額は、補助対象経費の１００分の２０に相当する額を限度とする。ただし、当該補

助金の額が２０万円を超えるときは、２０万円とする。

２ 前項の規定にかかわらず、併用住宅の屋根及び外壁その他建物の非居住部分を含めた建物全体の

改修をするときの補助金の額は、当該工事に要する経費に、居住部分の床面積を非居住部分を含め

た建物全体の床面積で除して得た値を乗じて得た額の１００分の２０に相当する額を限度とする。

ただし、当該補助金の額が２０万円を超えるときは、２０万円とする。

３ 前２項に規定する補助金の額に、１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるもの

とする。

（補助金交付回数）

第６条 前条に規定する補助金の交付は、同一住宅及び同一補助対象者について１回を限度とし、共

有名義の住宅については共有者の内１人に１回に限り行うものとする。

（補助金交付の事前申込）

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付事前申込書（様式第１号）により市長に申

し込まなければならない。

２ 市長は、受付期間を設けて前項の申込み（以下「事前申込み」という。）を受け付けるものとす

る。ただし、当該受付期間中に事前申込みのあった補助金交付申請額の合計額が当該年度の予算の

額に達しなかった場合は、追加で受付期間を設けることができる。

３ 市長は、事前申込みを受けたときは、受付期間満了時に事前申込みの内容が適正であると認めた

者を、補助金の交付の申請を行うことができる者（以下「申請者」という。）として決定するもの

とする。ただし、前項本文に規定する受付期間中に事前申込みのあった補助金交付申請額の合計額

が当該年度の予算の額を超過した場合は、事前申込みの内容が適正であると認めた者のうちから、

公開抽選により申請者を決定するものとする。

４ 市長は、前項の規定により申請者を決定したときは、事前申込みを行ったもの全員に対して、そ

の結果を申請者決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。

（補助金の交付申請及び交付決定）

第８条 申請者が補助金の交付の申請をしようとするときは、市長が別に定める期間内に、補助金交

付申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

（１）改修計画書（様式第４号）

（２）工事費見積書（第４条第２項各号に掲げる経費が含まれる場合は、当該経費と補助対象経費

を分離した内訳明細書が付いたもの）の写し

（３）補助対象工事を行う予定箇所の写真

（４）位置図及び補助対象工事の内容が分かる図面

（５）補助対象工事を行う箇所の見取図

（６）住宅所有者の承諾書（様式第５号）（住宅所有者が補助対象者以外の場合に必要）

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査、関係機関への照

会及び必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付を決定するものとする。



３ 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書（様式第６

号）により通知するものとする。

４ 補助対象工事の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。

５ 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付する

ことができる。

（軽微な変更）

第９条 条例第５条第１項第２号に規定する市長の定める軽微な変更は、補助対象経費等の補助金の

算定に係わる変更が行われない場合で、補助金の額に変更を生じないものとする。

（変更及び事業中止等の承認）

第１０条 第８条第３項の規定により交付決定の通知を受けた者（以下「交付対象者」という。）は、

条例第５条第１項第１号及び第２号の規定による市長の承認を受けようとするときは、事業変更承

認申請書（交付決定額の変更を伴わない場合にあっては様式第７号、交付決定額の変更を伴う場合

にあっては様式第８号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

２ 前項の事業変更承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）改修計画書（様式第４号）

（２）工事費見積書の写し（変更箇所が分かるもの。第４条第２項各号に掲げる経費が含まれる場

合は、当該経費と補助対象経費を分離した内訳明細書が付いたもの）

（３）補助対象工事を行う予定箇所（変更部分）の写真

（４）補助対象工事の内容が分かる図面（変更箇所が分かるもの）

（５）補助対象工事を行う箇所の見取図（変更箇所が分かるもの）

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

３ 第１項の申請により補助対象経費が増額となっても、補助金交付決定通知書に記載する交付決定

金額は増額しないものとする。

４ 第１項の規定に係る補助事業の変更の承認の通知については、交付決定額の変更を伴わない承認

の場合にあっては様式第９号、交付決定額の変更を伴う承認の場合にあっては様式第１０号による

ものとする。

５ 条例第５条第１項第３号の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けようとする者は、事業中

止（廃止）承認申請書（様式第１１号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

６ 前項の規定に係る補助事業の中止又は廃止の承認の通知については、中止の承認の場合にあって

は様式第１２号、廃止の承認の場合にあっては様式第１３号によるものとする。

７ 条例第５条第１項第４号の規定による市長への報告をしようとする者は、その理由及び補助事業

の遂行の状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

（状況報告及び現地調査等）

第１１条 市長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定に係る工事の進捗状況に関し、交付

対象者又は施工業者に報告を求め、又は現地調査を行うことができる。

２ 前項の規定により報告を求められた交付対象者又は施工業者が市長に提出する報告書は、事業遂

行状況報告書（様式第１４号）によるものとする。

（実績報告書等）

第１２条 条例第１１条に規定する実績報告書は、様式第１５号によるものとする。

２ 交付対象者は、工事完了後、工事が完了した日から３０日以内又は補助金の決定のあった日の属



する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、前項の書類を市長に提出しなければならない。

３ 規則第８条第３号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類をいう。

（１）工事費請求書（第４条第２項各号に掲げる経費が含まれる場合は、当該経費と補助対象経費

を分離した内訳明細書が付いたもの）の写し

（２）工事費領収書の写し

（３）補助対象工事完了後の写真

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

４ 市長は、実績報告書等について必要があると認めるときは、交付対象者又は施工業者に報告を求

めることができる。

５ 市長は、前項の規定による調査の結果、補助対象工事の実績が補助金交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合しないと認めるときは、必要な措置を講じるよう交付対象者に命ずることができ

る。

（補助金の額の確定）

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告書等の審査及び現地調査を行い、適当であると認める

ときは補助金の額を確定するものとする。

２ 条例第１２条に規定する補助金の額の確定の通知は、様式第１６号によるものとする。

（補助金の請求）

第１４条 前条の通知を受けた交付対象者は、補助金請求書（様式第１７号）に当該通知に係る通知

書の写しを添えて市長に補助金の請求をしなければならない。

（補助金の支払）

第１５条 市長は、前条の補助金請求書等を受理した後、補助金を支払うものとする。

（補助金決定の取消）

第１６条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定取消通知書

（様式第１８号）により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

（１）申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき

（２）補助金を他の目的に使用し、補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

（３）前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき

（補助金の返還）

第１７条 前条の規定により、補助金の全部又は一部の交付決定を取り消した場合による返還の命令

は、補助金返還通知書（様式第１９号）により行うものとする。

（その他）

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

附 則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。


